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ラバリの刺繍禁止令 と新 しい衣装
婚資 と幼児婚 をめ ぐって

上羽陽子

抄 録　　 1994年 、族長 によって刺繍禁止令 が出 された ラバ リ社 会では、旧来 の刺繍 によ

る衣装へ の文様表現 を止め、プ ラスチ ックやセ ロファン、スパ ンコールな どといった新

しい素材 を用いた文様表現 を行 うようになった。本稿 で は、近 年 ラバ リの衣文化 を大 き

く変化 させ ることになった刺繍禁止令 を取 り上 げ、その発令の要因 となった 「婚資」 と

なる衣装 と1970年 代 まで盛 んに行われていた 「幼児婚」 との関係 を明 らかに したい。

Summary----Rabari is a minority ethnic groups in Western India. In this society, an 

 edict prohibiting embroidery was issued by the patriarch of this society in 1994. This re-

sulted in discontinuation of the expression of patterns in clothing using conventional em-

broidery, and the introduction of expression of patterns using new materials such as plas-

tic, cellophane and sequins. This paper attempts to clarify the relationship between 

clothing in the form of "bridal wealth", which is considered to be one of the factors be-

hind the issuing of the edict prohibiting embroidery, and "infant marriage", which had 

been conducted actively through the 1970's, by focusing on that edict that has resulted in 

a significant change in the clothing culture of Rabari society in recent years.

は じめに

　 西 イ ン ド ・グジャラー ト州 カ ッチ県 に居住 して いる ラバ リ(Rabari)(注1)の 人口

は約1万8000人(カ ッチ県 の総人口の約1.3%)で 、居住地域 を冠 してカチ ラバ リ(Kachi

Rabari)と デバ リア ラバ リ(Dhebaria　 Rabari)、 ヴ ァガデ ィアラバ リ(レα9んα伽αRαわαγ乞)

の3集 団に分かれている(地 図1、2)。 ラバ リはイ ン ド社会制度において後進諸階級(Back-

ward　 Classes)(注2)に 属 し、主 にラクダ、ヤギ、 ヒツジなどの牧畜 を生業 として きた。

ラバ リの約60%は 、固定 した村 に家 を持 ちなが ら、1年 の うち約10カ 月間を家族 ごと移

動す る移牧 を行 っている。残 りの約40%は 一つの村 に定住 し、住居 の周辺の野原で家畜

を囲って飼 い、 日中に放牧 をさせ ている。 しか し、今 日では牧畜業に携 わ る人 々が徐 々

国境

湿地帯

幹線道路

地図t　 イン ド独立後、カッチ地方はパキスタンとの国境に接

することから、国防上の特別行政区になっていた。その後、1960

年 にグジャラー ト州の19県 の一つカ ッチ県 となった。

地図2　 カ ッチ県のラバ リの居住地 Kachi　 Rabariの 居 住 地

Dhebaria　 Rabariの 居 住 地

Vaghadia　 Rabariの 居 住 地
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写真1　 1980年 代の ラバ リの基本的な刺繍技法 。返 し縫い技法で出

来る限りの小 さな点 を表現 して、その極小点 を連続 させることによ

って文様を表 わしている。(筆 者撮影)

写真2　 　 1980年 代のラバ リの基本的 な刺繍技法。鎖縫 い、渡 し縫い

などの技法と鏡片やボタンなどを布 に縫い付 けて文様表現を してい

る。(筆 者撮影)

写真3　 刺繍禁止r了伎に行われるようになったミシンによ る直線縫

いやジクサグ縫いなとによる文様表現(1998年 筆者撮影)

に減少 し、周辺都市 での タクシー、 トラ ックな どの運転 手、農業、 アラブ諸 国へ の出稼

ぎなど、かれ らの生活 は変化 しつつあ る。

　 中で もラバ リ社会における大 きな変化 と して1994年 、 デバ リアラバ リの族 長が、彼 ら

の社会にお いて最 も重要 な通過儀礼 である結婚儀礼 での婚礼衣装 をは じめ とする全 ての

衣装 に刺繍 を施す ことを禁止す る 「刺繍禁止令」 を出 した。発令後、それ まで ラバ リの

女性 たちの間で継 承 されて きた刺繍技術 は、大 きく変化 した。 ラバ リの女性 たちが継承

して きた刺繍技術 には、運針や刺子 な ど線 的に針 を運 んでゆ く技法 と、返 し縫 いや鎖縫

い、渡 し縫 いな どの糸量 を操作 しなが ら縫 い進 める縫 い取 り技法、鏡片や ボ タンな どの

別の素材 を布 に添付す る縫 い付 け技法 な どがある(写 真1、2)。 しか し、 これ らの技法

の中で運針、刺子、別の素材 を縫 い付 ける技 法 を除いて他の全ての技 法 は禁止 となった。

そのため、禁止令後の現在、今 までの鎖縫 いや渡 し縫い などの技 法 は、 ミシンに よる直

線縫いや ジグザ グ縫 いな どによる文様表現へ と変 わっていった(写 真3)。 また、 ラバ リ

の特徴で もあ る鏡片 を縫い付 け る刺繍 も、鏡 片の代 わ りに丸形や菱形のスパ ンコー ルを

縫 い付 けるようにな り、それ以外 に も、プ ラスチ ックやセ ロファンなどの新 素材 による

レースやモール、スパ ンコールな どを衣装 に縫 い付 ける文様表現 を新 た に生み出す よう

になった。中で も、特 に光 る素材が好 まれて使用 され、 これまで の文様表現 と比較 して、

けばけば しい印象を受 ける装飾 になって きている(写 真4)。

　その後 、これまで彼 らの社会 にお いて婚資や持参財 な どの貨幣的価値 として存在 して

きた 「刺繍が施 された衣装類」 に大 きな変化が もた らされるこ とになった。 また、 これ

に拍車 をかける ように1998年 にはヴ ァガデ ィアラバ リの族長 も同様 に刺繍 禁止令 をだ し

た。現在、刺繍 を行 っているこ とが見つかる と、族長 よりRs .5000(約1万2000円 、2003

年調 査時)の 罰金 を求め られ る。 また、 この罰 金 を支払わ ない場合、全村 の申 し合せ に

よ り、その家 との交際や取 引な どを断ち、婚約 や

婚姻 を結ぶ こ とが で きな くなる制裁 が加 え られる

ようになった(注3)。

　 この刺繍禁止令の発令の原 因に関 して、筆者 は

以前 よ り近年の ラバ リに対す る観光客 の影響で あ

る と述 べ て きた[上 羽2001:196-197]。1970年

以降 にカ ッチ地方 を訪れ る観光客 は家族 のため に

長 い年月 をか けて制作 され るラバ リの刺繍 に魅か

れて、それ らを高額 で購 入す る ようになった。そ

のため、 ラバ リの人々は、そ れ まで親戚や 同 じ村

の人 々でお互いに協 力 をして、息子 や娘 のため に

調 えて きた婚資や持 参財 とな る衣装や刺繍 布 を、

直接 観光客に販売する ように な り、高額 の現金収

入 を得 る ように なった。その結 果、村 内でお互 い
写真4　 きらきらとした光 る素材の レースやモール などが

縫い付 けられている女性上衣。(2003年 筆者撮影)

(注1)ラ バ リの歴史はアラビアに紀元前5世

紀 頃現れ、11世 紀頃 にアラビアか ら中央 アジ

アを経 由 してラジャス ター ン地方(Rajasthan

現 イ ン ド西北部 ラジ ャスター ン州)へ 移 り、

その後、14世 紀 に ラジャスター ン地方か らシ

ン ド地 方(Sind現 パ キスタン南東部 シンド州)

を経 て、カ ッチ地 方に到達 し、現在 に至 ると

されてい る[FRATER　 l　987:34-38]。

(注2)イ ンド憲法では、国家が教育や雇用 な

どで優遇措 置 を講 じる対 象 として 「社会的 ・

教育 的後進諸階級」 とい う表現が用 い られて

い る。 しか し、 この用語には後進性の 中身の

基準 を どこにあわせ るか といった問題や、集

団の定義 をジ ャーテ ィ、経済 的階層、宗教、

性、出身地 などの要素の中で どの ように分類

して定義づ けるか とい った様 々な問題がある。

(注3)た だ し、この制裁は3年 を上限 として、

その後、族長へ の許 しを請 うことに よ り緩和

されてい く。
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に刺繍布の不足分を補ってきた互助関係が崩れ、婚資や持参財の制作の遅れか ら結婚の

延期、あるいは中止などといった問題が生じるようになってきた。

　筆者は、この刺繍禁止令の発令には、このような問題を族長が懸念 したことが、その理

由の大きな要因であると考えていた。しかしその後、ラバ リの婚資や持参財についての

追加調査を重ねてゆくと発令の原因は、観光客の影響だけではないことが明らかになっ

てきた。そ して、その原因には、近年にな りラバリの生活が移牧から定住に移 り変わり、

それと平行して消滅 しつつある幼児婚にあるのではないかと考えが及ぶようになった。

　そこで本稿ではラバ リの婚姻制度を紹介 し、その中で も刺繍が施された衣装や刺繍布

による婚資 と持参財に焦点をあて、1970年 代まで盛んに行われていた幼児婚 との関係を

明らかにし、近年急速に変化する新 しい素材 による衣装がどのような価値で捉えられて

いるのか、ラバリの衣文化について考察を試みたい。

ラバ リの婚姻

　 ラバ リ社 会では男児 が誕生 する と同時に両親が結婚相手 を探 し始め る。 まず、母親 の

姉妹 の嫁 いだ村 に良 い女児が いないか どうか を探 り、その村 に適 した女 児が いない場合

には、父親の兄弟の妻たちの姉妹が嫁いだ村か ら探 し出す。

　 これ は、 ラバ リ社会 には婚姻相手 を選ぶ際 に細か い制約が あるか らである。 カ ッチ地

方 に居住す るカチ ・デバ リア ・ヴ ァガデ ィア3集 団の ラバ リは、幾つ かの父系集 団 ・ハ

ー ク(haak)で 構成 され
、それぞれに共通 している。そ して ラバ リで はハー クの総数 を

20+100+13を 意 味す る 「ヴ ィソテル(Nisoter)」 と呼 び、133ハ ー ク存 在 してい る と伝

承 されてい る(注4)。 結婚相手 は同 じ集団内の異 なる父系集 団に属す る他村 か ら選ぶ こ

とが定め られている。 そのために前述 した ように母親の姉妹た ち、あるいは父親の兄弟

の妻 たちの姉妹 たちが嫁 いだ村 か ら婚姻相 手 を探 す こととなる。時には同時期 に結婚 し

た友人 同士 でこの条件 に合 う場合 では、 これか ら生 まれて くる子供 たちを婚約 させ るこ

ともあ る。当然、結婚する当人同士の意志 はまった く関係 ない。

　 ラバ リの婚約 ・サガイ(sagal)は この ような条件 に合 う女児 を探す こ とか ら始 める。

そ して双方が合意 に至 る と、吉 日を選んで、花 嫁候補の家 に花婿の祖父 と伯叔父 の2人

が訪問す る。その際に花 嫁側か ら差 し出 された砂糖入 りの乳 を2人 が受け取 り、飲 み干

す ことによって婚約 の成立 となる。

　 以前 は婚約 が調 うと期 間 を開けず結婚儀礼 を行 っていた。 しか し、近年 にな り、徐 々

に結 婚年齢が引 き上が り、現在 では18歳 前後 に結婚儀礼 を行 うことが多 くなって きた。

婚約 か ら結婚 までの期 間は、結婚す る当人同士 が会 うことは避 け られ、結婚儀礼 の当 日

初 めてお互いに相手の顔を見 ることとなる。

ラバ リの婚資

　 現在、 ラバ リでは大部分の子供の婚約が5歳 までに成立 してい る。婚約成立 後、2、

3カ 月か ら1年 後の間に再 び、仲介 人 となった花婿 の祖 父 と伯叔 父の2人 が花嫁 の家 を

訪問 し、婚資 ・ハ ックパ ヌ　(hakpan)を 贈 る。 この婚資 は首飾 り、砂糖、布で包 まれた

砂糖 を覆 う刺繍布、足輪、刺繍 を施 した リボ ン状 の髪飾 り、腕輪、チ ャパ テ ィー(全 粒

の小麦粉 を用いた無発酵のパ ン)、 椰子の実 な どであ る(写 真5)。

　 その後、結婚時 に花婿側か ら花嫁 に贈 られ る婚 資 は、 ダギ ィナ(dhagiraa)ま た は ト

ール ッ(toor)と 呼 ばれ、 これは主 に貴金属 による耳飾 り、首 飾 り、指輪、腕輪、足輪

な どの装身具 が多 い。

　 また、 ラバ リの婚資の中で重要 なもの と して婚礼衣装があ る。花 婿 と花 嫁の婚礼 衣装

の大部分 は花婿側が年 月を掛 けて用意 をす る。多 くの布地 を花婿の父親が用意 を し、そ
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の布 に花婿の 母や母方の伯叔母が刺繍 を施 し制作す る。そのため、 ラバ リの女性 は結婚

後、生 まれて くる子供 のための婚 資 として、毎 日少 しずつ、 この婚礼衣装の制作 を行 う

のである。

　 この婚礼衣装の中で も特 に制作 に時間 を要す るものは、花婿 と花嫁 の上 衣であ る。花

婿の上衣 ・アダン(a/an)は 、上半身が細 身で長い袖 をし、胴部 か らはギ ャザ ーを よせ

てス カー ト状 に裾が広が る ように白生地 で仕 立て られている。 アダ ンに施 される刺繍 は、

胸 よ り上部分 と袖の部分のみに1mm～2mmの 細かい返 し縫 い技法 によって施 される。

時には、細かい鎖縫い技術 の刺繍 も施 されてい る。

　 以前 はこれ らの刺繍 を全 て手縫 いで行 っていたが、刺繍禁止令後 は、 ミシンを用い て

模様縫 いをす るか、模様が入 ったプ リン ト布地 によって仕立 て られている。 また、 白生

地 を使 用す る場合 に、以前 には刺繍が施 され ていた裾部分 に、醗金 を用い て黄色 に染 め

られることもある(写 真6)。

　 花嫁の上衣 ・バ ロッ ト ワリ(barroto　 warf)は 、後身頃の ないブ ラウスの ような形態

を し、前身頃の胸のギ ャザー部分 に乳房 を入れ て着用 される、言 わばブラウス とブラジ

ャーとが一体化 した形態 であ る。バロ ッ ト ワリは同形態の 日常上衣 ・カンチ ャリ(kan-

cyari)を 身に着けた上 に着す るため、直接肌 に触れ ることはない。婚礼衣装の 中で も特

に時 間を掛 けて制作 されるバ ロッ ト ワ リには、多彩 な刺繍が施 され、用い られて いる布

や糸 の素材、刺繍技術 やデザ インの善 し悪 しによって、花嫁側の女性 た ちは花婿側の女

性 たちの技量 や経 済力 な どを評価す るのであ る(写 真7)。 ただ し、現在 は、手縫い によ

る刺繍 に変 わって、スパ ンコールや レース を全面 に縫い付 けた り、 ミシン刺繍 を用いて

制作 されることが多い(写 真8)。

　 また ラバ リの婚礼衣装 には、 日常 衣にはあ ま り使 用 され ることの無い、経緋 や嬬 子織

による織物 ・マ ッシュルー(mashuru)(注5)や 絞 り布 とい った特 別 な布 を用 いて制

作 される ものがある。

　 花婿 の下衣 ・チ ャルナ(c,yarna)は 腰回 りに紐 を通 して ゆった りとタ ックを とり、足

首が窄 まった ズボ ンの形態 を してい る(写 真9)。 この下衣 はマ ッシュルー布 を裁断 ・縫

製 をして制作 されるが、この時 にマ ッシュルーの縞 文様 が腰 か ら足 首 にかけて タテ縞 に

なる ようにする。 これをラバ リではコ ト・カタリィオ(koto　 kataryiyo)と 呼び、幼児婚

において も3歳 以上 の男児 が身に着 けていた ものであ る。 日常 には この下衣 を履 くこと

はない。

　 花嫁 のスカー ト ・ガー グラー(ghaghara)は 腰 回 りに紐 を通 してゆった りとタックを

とった足首 まで裾丈 のある幅 の広 いスカー トである(写 真10)。 このス カー トはマ ッシュ

ルー布 を裁 断 ・縫製 を して制作 されるが、 この時 にマ ッシュルーの縞文様が体 に対 して

ヨコ縞 になる ようにする。 これ をラバ リではハ ツ ・カ タリィオ(hato　 kataryiyo)と 呼

び、幼児婚 にお いて も3歳 以上の女児 は身 に着 けて いた もので ある。 日常 にはこの ス カ

ー トを履 くことはない。

　 また、花婿 の肩掛 ・パ タヌ(patarau)は 長 さ2m幅1mの 長方形のマ ッシュルーの布

を使用す る。現在の ラバ リで は実際 にマ ッシュルーの布 を使用す るこ とが少 な く、縞文

様 や織文様 を模倣 した プ リン ト布地 を使用す るこ とが多 く、彼 らはこの プ リン ト布地 も

マ ッシュルー と呼んでいる。

ラバ リの持参財

　一方、花嫁側 か ら花婿側 に贈 られ る持参財 に は2種 類 ある。 まず、花嫁側 の生家 か ら

花嫁 自身に 与えられる持参財は カチラバ リで はジュリオ(juriyo)、 デバ リアラバ リとヴ

ァガデ ィアラバ リで はジュ リオ もしくはダイジ ョー(daijyo)と 呼 んでいる。 この持 参

110

(注4)現 在では133Ar-一_てのパー クを記憶 して

いる者が聞 き取 り調査において存在せ ず、32

パー クのみの確認 となった。



写真5　 婚約成立後の婚資 ・ハ ックパヌ。布で包 まれた砂糖

を覆う刺繍布や首飾 り、刺繍を施 したリボ ン状の髪飾 りなど

がある。(1996年 筆者撮影)

写真6　 現在の花婿の上衣 ・アダンには手縫いによる刺繍 は

施 されていない。裾は密金で黄色に染め られ ている,,(1998

年筆者撮影)

写真7　 1970年 代に制作 された花嫁の上衣 ・バロット ワリ。全面 に鎖縫い、渡 し縫 いなどの技法 と鏡片を縫い付 ける技法 で細 かい

刺繍が施 されている。(筆 者撮影)

写真8　 現在の花嫁の上衣 ・バロッ ト ワリにはレースやモ
ール、スパンコールなどが縫 い付 けられてい る。(1998年 筆

者撮影)

写真9　 花婿の下衣 ・チャルナ。現在はマ ッシュルー布 を模倣

したプリント布地 によって縫製されてい る。(1998年 筆者撮影)

写真10花 嫁のスカー ト・ガーグラー。裾部分 には刺繍が施

されている。(1998年 筆者撮影)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111



写真11　 衣装や刺繍石による持参財(1998年 筆者撮影1

写真12　 結婚儀 礼を終 えた次 の日の朝、花嫁 の伯母 か

ら肩掛 ・パタヌの上へさらに花嫁側 が用意 した肩掛 ・

チュヌ リが掛け られる。(1998年 筆者撮影)

財の内容 は、敷布団、敷 布団袋、羊毛 ショール、上衣 ・カ ンチ ャリ、ス カー ト、衣装袋、

上衣袋、化粧道 具、嗅 ぎたばこ、腕輪 な どの装身具、小物袋 などである(写 真11)。

　 これ らは結婚後、 日常 に使用 され るものであ り、 これ ら以外 に唯一用意 され る婚礼衣

装 は、花婿が着用す る肩掛1枚 のみである。花婿 の婚 礼衣 装 には、肩掛が2枚 存在 し、

同形態 の布 であるに もかかわ らず、花婿側 の用意 した肩掛 をパ タヌ、花嫁側 の用意 した

肩掛 をチュヌ リ(chunuri)と 区別 して呼んでい る。花婿 が花嫁 を迎 えに花嫁 の村 に向

か う際には花婿側が 用意 したパ タヌを着用 する。 そ して、花嫁の村での結婚儀礼 を終 え

た次 の 日の朝 に、花嫁の伯母か らパ タヌの上へ さ らに花嫁側が用意 したチ ュヌ リが掛 け

られる(写 真12)。 花嫁 の村 を練 り歩 く時には、このチュヌ リを上 に掛 けてお くが、花婿

の村へ戻る時にはチ ュヌ リを腰 に巻 き、パ タヌを上 に掛 けてお く。

　 さらに花嫁側か ら花婿側へ の持 参財 ・ケナ ダー ン(khenadaan)が あ る。 これは、食

器や台所 用品な どが 中心 であ り、刺繍布 は含 まれていない。 また、 これ以外 にも結婚時

に贈 られる もの として、花嫁 と花婿 にそれぞれ の母方 の叔伯父(mama)か ら贈 られ る

贈物 ・マ メルー ン(mameroon,)が あ り、 これは新 しい布地や指輪や腕輪 な どの装身具

である。

幼 児婚 の婚礼衣装

　 では、1970年 代 まで盛 ん に行われていた幼児婚 にお ける婚礼衣装 は どのよ うな もので

あったのだろ うか。現在 ラバ リでの幼児婚 は、 ほぼ消滅 してい る といってよいほ ど、限

られた村 でご く稀 に しか行 われない。その ため、残念 なが ら筆者 はこれ まで の滞在 でこ

の幼 児婚 を 口に した ことが ない。 したが って、現存す る古い幼児婚 の婚礼衣装 を参考 に

して古老たちに聞 き取 り調査 を行った。

　 まず、 ラバ リの幼 児婚の婚礼衣装 には、2歳 まで に結婚す る幼児の上衣 ・ジュリィ(勿一

uri)と コル ト(korto)の2種 類が ある。

　 ジュ リィは現在 の花婿 の上衣 ・アダ ンを小 さ くした形態 であ り、胸 よ り上部分の前後

と裾部分に刺繍 が施 され、胸周 りに タックを とり、裾が広が った左前合 わせ の形態 を し

てい る。 また布地 は絹 による絞 り布が用 い られるこ とが多 く、 カチ ラバ リとデバ リアラ

バ リの男女児が裸の上に直接 身に着ける(写 真13)。

　 コル トには衣装 の全面 に刺繍 が施 され、袖付 き左前合 わせ の前 開 き衣装 で、 ヴ ァガデ

ィアラバ リの男女児 によって裸 の上 に直接 身に着 け られている(写 真14)。 これ らの衣装

(注5)マ ッシュルー とは経紡、 もしくは縮子

織 に よる織物 であ り、両ノ∫の技術 を併せ た も

の もあ る。嬬 子織 とは タテ糸 とヨコ糸 とが交

差す る点が連続す る ことな く、 タテ糸 または、

ヨコ糸だ けが表 面に現れる ような織技法 で光

沢のあ る絹 の タテ糸が表面に現れ、木綿の ヨ

コ糸が裏面に現 れてい る、,
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に加 えて 男 児 は刺 繍 が 施 され た帽 子 ・トポ ロ

(togoro)を 被 り、女 児 は耳 に ビーズ細工 で制作

され た耳 当て ・タボ ック(tabook)と 頭 に三 角

形の布 ・タール(Laar)を 被 る。

　その後、3歳 以 上 になる と男 児 は ジュ リ ィ と

ズボ ン ・チ ャルナ を身 に着 け、女児 は ジ ュ リ ィ

も しくは コル トとス カー ト ・ガー グ ラー を身 に

着 ける。 この ズボ ンとス カー トの形態 はサ イズ

が異 なるのみで現在 の成 人の婚礼 衣装 と同形 態

で ある。 また、 聞 き取 りに よる と、幼 児 婚 を行

って いた 当時は、現 在 よ りも持 参財 は少 なか っ

た とい う。

(注6)こ の時、装身具の値段 は貴金属の重 さ

で計 られるため、デザ インは売値 には全 く影

響 を及ぼ さない。

婚資と幼児婚との関係

　 ラバリの婚資の特徴 は貴金属による装身具 と

婚礼衣装である。ラバリは遊牧生活を行ってい

たために、家畜や貴金属など特定の物 を媒体 と

した物々交換経済が近年でも継続 し、現金を銀

行 に預けることなく、一定の現金が貯 まると貴

金属の装身具 を購入する。そ して現金 を必要 と

する時には、身に着けている貴金属の装身具 を

時価で換金する(注6)。 つまり、ラバ リにとっ

て貴金属は家畜 と並んで貨幣的な役割を持って

いるのである。

　一方、婚礼衣装 には2種 類の布が存在 してい

る。まず、一つ はマ ッシュルー布や絞 り布であ

る。このような他集団による特別な染織職人に

よって制作 される布は、現金 もしくは物 々交換

によって入手す る布である。そのため染織職人

によって制作 された特別な布地を婚資 として贈

ることは、現金や貴金属 を贈 ることと同 じ意味

を持ち、ラバ リにとっては持 ち運ぶことので き

る貴重な財産 として扱っているのである。

写真13幼 児婚が行われてい た頃の婚礼衣装。幼児の上衣 ・

ジ ュリィは1970年 代、帽子 ・トポ ロは1980年 代に制作された

ものを着用。(2001年 筆者撮影)

写真14

撮影)

上衣 ・コル トとスカー ト・ガーグラー(2001年 筆者

　婚資 として贈 られたマ ッシュルー布 は婚礼後、全て花嫁側の所有物 となる。そ して、

自分の子供が生 まれる と、これ らの布地を再利用 して、誕生儀礼 に新生児 を包む布や命名

儀礼 の際 に女神寺 院に捧 げる刺繍布 の制作 に用 いているのである。 また、 ラバ リの女性

は特別 な儀式が行われ る日には、マ ッシュルー布 や絞 り布 を用いて制作 した上衣を身に

着 ける。 これ らの衣装 は、木綿 や羊 毛な ど無 地の布 の上 に刺繍 を施 して制作 した衣装 と

は明 らかに区別 されて大切 に保管 されてい ることを、筆者は調査 中に幾 度 も観察 した。

　婚礼衣装 に使 用 され るマ ッシュルー布地の大部分 は、花 婿のズボ ンと花嫁 のス カー ト

に用 い られて いる。 また、花婿 の肩掛 は、婚礼時 には肩掛 として着用 されているが、後

に衣装 を仕立 てる もの として考 えれ ば、裁断 ・縫製 されていない貴重 な布 として存在 し

ている ことが明 らかである。

　 もう一つは ラバ リの女性 自身が刺 繍 を施 した布であ る。何 度 も述べ て きたがこの よう

なラバ リの刺繍布 は、制作者が祖母 や母 親か ら受 け継 いだ意 味のあるデザイ ンや モチ ー

113



フなどに、さらに自分が考えた新たなデザインやモチーフが施され制作される。制作者

は刺繍布の制作時、それを身に付ける相手のことを思いなが ら、入手で きる最高の布と

糸を用い、自分の知る限りの刺繍技術を一枚の布に縫い込める。そ して、ラバリでは、

このようにして出来上がった刺繍布を結婚儀礼の婚礼衣装や命名儀礼などの通過儀礼に

おいて身に付けるのである。

　そ して、ラバ リの衣装や刺繍布を観察すると、刺繍が施された部分を解 き、またそれ

を新しい布と縫合して何度も再利用 しているものがある。これは祖母や母親から受け継

いだ衣装や刺繍布を大事に保管し、それらの刺繍部分のみを何度 も再利用 しているので

ある。そして、このような刺繍が施された布類は、マ ッシュルー布や絞 り布と同様に貨

幣的価値のあるもの として扱われているのである。また、これらの刺繍には吉祥文など

の文様表現が施されてお り、特に鏡片はラバ リ社会において邪視除けとして無 くてはな

らないものであり、丹念に一つ一つ時間をかけて縫い込められているのである。

　このようにラバリの婚資の特徴 は、婚資となる婚礼衣装の制作 に最も負担が掛かるこ

とである。 しか し、以前 ラバ リが行っていた幼児婚 を考えてみると、著 しく異なる点が

この婚礼衣装なのである。幼児婚を行っていた時には、婚資である婚礼衣装は幼児の体

の寸法であったために、衣装制作に用いる布地の量が明 らかに少なかった。また、刺繍

を施す量 も現在の婚礼衣装の寸法 と比較すると極端に小 さい。つまり、幼児婚では婚資

の最 も負担 となる婚礼衣装が現在ほど時間的にも経済的にも負担ではなく、刺繍を施す

量やマ ッシュルー布の量も少なかったと考えられる。

　 またラバリでは婚資を婚礼時にまとめて贈るよりも、1年 に2、3個 ずつ花嫁側に贈

る方がより伝統的な慣習であるとされている。これは、幼児婚を行っていた際の特徴 と

して、婚資 となる貴金属の装身具を幼児の体の成長に合わせて一つずつ贈っていたと考

えられる。また、ラバ リの首飾 りや腕輪、足輪などの装身具の特徴は、身に着ける人の

成長に合わせて装身具自体をある程度まで伸ばす ことや広げることが可能なように制作

されていることである。

　 しかしこのような幼児婚 も近年にな り、ラバ リの生活が移牧から定住に移 り変わると

共に消滅 しつつある。幼児婚から現在の18歳前後に行 う結婚儀礼へ と変化することによ

って、特 に異なるものが婚礼衣装である。つ まり、幼児の体の寸法の婚礼衣装か ら、現

在の成人と変わらない体の寸法へと婚礼衣装の大 きさが変化 したため、婚礼衣装用に準

備する布地の量 も、刺繍を施す量も増加 し、花婿側の経済的負担や刺繍 を行う女性たち

の時間的負担が増加 したと考えられる。そ して、婚資の量の増加に伴って、徐々に持参

財の量も増加 していったと考えられる。

　つまり、幼児婚や婚資、持参財などを結びつけて考えてみると、刺繍禁止令の背景に

は、観光客か らの影響に加えて、必要以上に負担となった婚資や持参財を懸念 した族長

が、ラバ リ本来の婚姻形態であった負担にならない程度の婚資 ・持参財といった姿に戻

すべ きであるという意味も含まれているのではないかと筆者は考えている。

おわ りに

　 ラバ リの結婚 の特徴 には複 数の カップルが まとまって式 を挙げ る、いわゆる合 同結婚

式の形態 をとってい ることも挙げ られ る。現在、 ラバ リの結婚儀礼 は ヒン ドゥー教 のク

リシュナ神の誕生祭で ある 「クリシュナ ・ジ ャナマ ・ア シュタ ミー(Krishna　 Jarzama

Asitami)」 の祭礼 日に合 わせ て行われてい る。祭礼 日は ヒン ドゥー教 の太陰太陽暦 に よ

るサ ラバー ン(shraavan)月 の黒半 月の第8日 目にあたるため、毎年、月 日が異 なる。

1年 に1度 この祭礼 日に結婚儀礼 を行 う理由に は、カ ッチ地方 の気候 が深 く関係 し、 こ

のサ ラバ ー ン月は太 陽暦 では7～8月 にあた りカッチ地方の雨期 の始 ま りの月であ る。
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その ため移牧 を行 ってい るラバ リが年 に1度 村 に戻 って くる時期 と重 なるのであ る。例

えば、 カッチ地方の中で最大 のデバ リアラバ リの集落、 ミンデ ィヤ ラ村(Mindiara人

口約5000、 戸数約700)に おいて は、1998年 は約150組 、1999年 は約90組 の合同結婚式が

行われた。 この ような合 同結婚式 を行 う理 由には、各村 々で まとめて式 を挙 げることに

よ り結婚儀礼 にかかる諸 費用 が削減 される ことや、花嫁 の結婚 に対す る心細 さを和 らげ

るこ とがで きるこ とが挙げ られる。

　 しか しこのよ うに長年 にわたって行 われて きた合 同結婚式 も近年 にな り、 ラバ リの生

活が移牧か ら定住 に移 り変 わるにつれ、 この祭礼 日以外 に結婚儀礼 を行 うことも増 えて

きた。現在、定住生活 を多 く行 っている カチ ラバ リでは、年 に5、6回 結婚儀礼 を行 っ

て いる。 この場合 の 日取 りの決め方は、多 くの ヒン ドゥー教徒 と同様 に花 婿 と花嫁 の生

まれた星宿 を確認 し、星宿 か ら割 りだ された もの を、占星術 師が天体位 置暦 を見なが ら

決める方法 を行っている。

　 繰 返 し述べ て きた ように、 ラバ リの婚姻形態 をみる と幼児婚 や合 同結婚式 な どといっ

た特徴 があ り、本来 ラバ リの婚 資や持参財 は他 の ヒン ドゥー教徒 と比 較 した場 合、経済

的負担 になるほ ど多 くなかった。 しか し、近年の定住化 に伴 って幼児婚や合 同結婚式 と

いったラバ リの特徴 であった婚姻形態 も変化 し、 それに伴 い負担 の少 なか った婚資や持

参財 も増加 していったのである。

　 禁止令後の現在、 ラバ リの女性 た ちは市販の プリ ン ト布地 を用 いて衣装 を制作す るだ

けではな く、 さらにその上 にプラスチ ックや セロフ ァン、スパ ンコー ルなどとい った新

しい素材 を用 いた文様表現 を行 うようになった。何故、彼女たち は禁止 されたに も拘 ら

ず、新 た な文様 表現 を生み出 し続 けるのであ ろうか。 これには鏡片 を縫 い付 ける ことに

よって邪視除け を行 っていた彼女た ちが、新 たな光る素材 を縫 い付 けて鏡片の代 わ りと

してい ること、 また、 これ までの 口々の生活 においてわずかな時間があれば手を動 か し、

年月 を掛 けて習得 した刺繍技術 を保持 してい る女性 た ちは、突然 の刺繍 禁止令 に よって

制作 を止め ることに対 して抵抗 があ り、手 を動 か していたい、物 を制作 したい という思

いが、 この ような新 しい素材 を用いての衣装制作 になった と考 えられる。

　 ただ し、 この ように新 しい素材で制作 された衣装や布 は、それ までの刺繍 を施 した衣

装 や布 と比較す る とキ ラキ ラと光る素材 を用 い、けばけば しい印象を受 ける。そのため、

観光客 か らの評判 はす こぶる悪 く、以前の よ うに高値 で購入 されるこ とはない。 また、

現在の婚資 は、刺 繍が施 された布類 に代わ ってマ ッシュルー布や絞 り布 な どの織 りや染

めの技術が施 された布が大部分 を占めている。そ して、以前の ように刺繍部分 を解 いて

母か ら娘へ と受 け継が れて再利用 もされていないのである。つ ま り、新 しい素材 で制作

された衣装類 は、 ラバ リ社 会において禁止令前 の ような貴金属や特 別な布地 と同様 の貨

幣的価値 は持 ってお らず、新 しい素材 に よる文様 表現 は単 なる衣装へ の表面的な装飾 で

しか ないのであ る。そ して、婚資 としての価値が 薄れた衣装類へ の装飾技術 は、それ ま

で継 承 されて きた刺繍技術 よ り、装飾 面のみに重 点が置かれるために、その時 々の流行

や好 みな どの影響 を受 ける ことが多 く、施 される素材 や形態 の流行 り廃 りが はげ しいの

である。

　現在、3集 団の ラバ リの うち、 カチ ラバ リのみ刺繍 禁止令 が発令 されてい ない。 これ

は、 カチ ラバ リが他の2集 団 と比較 して最 も早 く定住化 したため に、牧畜業 以外 を生業

とした人々が多 く、現金収入 を容易 に得 ることが で きたために、織 りや染めの技術 に よ

る布類 を婚資 と して用い、比較 的刺 繍技術 に よる婚資や持参財が少なか ったか らである。

その ため、現在 で もカチ ラバ リで は、婚 資や持参財 に刺繍 を施 した衣装類 を用 いている。

　 しか し、2001年 にカ ッチ地方 で起 きたイ ン ド西部大震 災後 の復興活動 の一 部 として、

各戸 に援助団体か らミシンが安価で配給 され るようになった。その結果、刺繍禁止令の
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発令がなかったカチラバ リで も今 までの手縫 いに よる刺繍 か らミシ ン刺繍 に よる文様表

現が広 く行 われ るような り、 ラバ リの衣装 の変化 はさらに加速 しているのである。

(うえば 　ようこ)
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